
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

シカゴ大学の経済学者、スティーヴン・レヴィット氏は「人生の重要な選択の 

場面において、自分で決断できない人はどう決断すべきか」調査をしました。 

「コイン投げサイト」というウェブサイトを作り、閲覧者たちが「今決めかねていること」

を書き込み、画面上のコインを投げるというものです。 

コインの表が出たら「実行」、裏が出たら「実行しない」というメッセージが出ます。 

このサイトで 1 年かけて 4000 人の悩みを収集し、「コイン投げの決断によって人生がどう

変化したか」ユーザーたちの追跡調査をしました。 

書き込まれた悩みで一番多かったのが「今の仕事をやめるべきかどうか」、次に「離婚すべ

きかどうか」。驚くことに 63％の人がコイン投げの結果に従って行動していたのです。 

さらに驚きの結果は、コイン投げの結果が表だろうが裏だろうが、悩みの解決に向かって何

かしら行動を起こした人は、半年後の幸福度が高いことがわかりました。 

つまり、決断においては「どう決めるか」ではなく、「そもそも決められるかどうか」のほ 

うが重要だということです。やると決める、やらないと決める、そうして腹をく 

くることが結局のところ人生の満足度を大きく左右するということです。 

上司に残業するように言われたけど、するかしないかコインで決めよう、って？ 

う～ん、人生の重要な選択、なんですね^^; 
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迷ったらコインに聞け！ 

そうだったのか!? 

訪問看護セントケアかいなん 4月 1日オープン 
海南市名高 504-1 サクラテナント A・B TEL 073-484-2215 



この日の小規模多機能城北のお昼は和風焼うどん。 

やっぱり料理は先輩主婦にはかないません。 

ソースはこれとこれを混ぜて、と味のこだわりもしっかり。 

見ているだけでおいしそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セントケア和歌山 

あんなこと      こんなこと 

春らしい♬ 

各施設の催しや飾りは時期に合わせて工夫がなされています。 

ひなまつり、サクラ、スイセンといえばやっぱり春の代名詞。 

お客様が作った桜の木には、みなさんの願いを書いた 

サクラの花が満開。 

元気でいられますように、若返りますように、しあわせに 

過ごせますように･･･。 

思いは同じですね。 

今日のお昼は焼うどん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セントケア和歌山では新たな情報発信として、最近話題になっている

note を活用します。 

毎週配信しているメルマガや、たより、チラシ、取り組み、求人案内な

どまとめて紹介したいと思います。 

すでに note を始めてられる方、興味のある方は是非セントケア和歌山

のページを見てください。全く聞いたことがないという方、この記事を

機に一度検索してみてください。 

2021 年 5 月に田辺市に訪問介護事業所がオープンします。 

事業所も決まり、スタッフで床にカーペットを敷くと、すっか

り事務所らしくなりました。 

難しい柱の角にもきれいにカットして、職人に負けない腕前と

自画自賛。 

自立支援のためのサービス提供がセントケアのサービスの特徴

です。「住み慣れた家でずっと生活がしたい」という想いを叶

えるために全力で考え提案、行動します。 

皆さんよろしくお願いします。 

 

セントケアたなべ 

セントケア和歌山紹介 note 

QR コードからも見

ることができます。 



障害者控除対象者認定を受けると住民税非課税が 

2,450,000 円以下になります！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関の相談員やケアマネジャーの方から、経済的に大変な方に 

利用でいる制度はないかという相談が増えています。 

今回は「障害者控除対象者認定」の活用を紹介します。 

 

１．「障害者控除対象者認定」とは 
身体障害者手帳等を持っている人は、障害者控除をけることができますが、手帳を持ってい

なくても下記に該当する人には申請により自治体が「障害者控除対象者認定」を行います。 

①65 歳以上で障害の状態が知的障害者または身体障害者に準ずる 

②身体障害者手帳等を持ってない 

③要介護認定を受けていて障害者控除を受けたい年の 12 月 31 日を含む認定期間がある 

 

「障害の程度」と「寝たきり度」・「認知症度」の対応表（和歌山市） 

 控除の種類      障害の程度 「寝たきり度」「認知症度」の段階 

障害者控除 

 知的障害者（軽度）に準ずる      認知症度Ⅱa、Ⅱb 

 知的障害者（中度）に準ずる      認知症度Ⅲa、Ⅲb 

 身体障害者（３～６級）に準ずる     寝たきり度Ａ１、Ａ２ 

特別障害者控除 
 知的障害者（重度）に準ずる      認知症度Ⅳ、Ｍ 

 身体障害者（１、２級）に準ずる 寝たきり度Ｂ１、Ｂ２、Ｃ１、Ｃ２ 

 

２．控除額 
 障害者控除 特別障害者控除 

所得税 住民税 所得税 住民税 

本人 27 万円 26 万円 40 万円 30 万円 

扶養家族   75 万円 53 万円 

 

３．住民税非課税額 
住民税非課税となる 65 歳以上の単身世帯の年金額は 

和歌山市   1,515,000 円以下  

和歌山市以外 1,480,000 円以下 ですが、 

 

 

 

課税世帯の方でも手続きをすれば住民税非課税になることがあります。 

是非ご活用ください。 


